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規 則 

 

精 神 保 健 及 び 精 神 障 害 者 福 祉 に 関 す る 法 律 施 行 細 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則 を こ こ に 公 布 し ま す 。 

令 和 元 年 五 月 三 十 一 日 

三 重 県 知 事  鈴  木  英  敬   

三 重 県 規 則 第 五 号 

精 神 保 健 及 び 精 神 障 害 者 福 祉 に 関 す る 法 律 施 行 細 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則 

精 神 保 健 及 び 精 神 障 害 者 福 祉 に 関 す る 法 律 施 行 細 則 （ 昭 和 二 十 九 年 三 重 県 規 則 第 二 十 九 号 の 一 ） の 一 部 を 次 の

よ う に 改 正 す る 。 

次 の 表 の 改 正 前 欄 に 掲 げ る 規 定 を 同 表 の 改 正 後 欄 に 掲 げ る 規 定 に 傍 線 で 示 す よ う に 改 正 す る 。 

改  正  後 改  正  前 

（ 入 院 に 要 す る 費 用 及 び そ の 徴 収 ） （ 入 院 に 要 す る 費 用 ） 

第 七 条 法 第 三 十 一 条 の 規 定 に よ り 知 事 が 徴 収 す る

措 置 入 院 に 要 す る 費 用 の 負 担 額 は 、 精 神 保 健 及 び

精 神 障 害 者 福 祉 に 関 す る 法 律 に よ る 措 置 入 院 患 者

の 費 用 徴 収 額 、 麻 薬 及 び 向 精 神 薬 取 締 法 に よ る 措

置 入 院 者 の 費 用 徴 収 額 及 び 感 染 症 の 予 防 及 び 感 染

症 の 患 者 に 対 す る 医 療 に 関 す る 法 律 に よ る 入 院 患

者 の 自 己 負 担 額 の 認 定 基 準 に つ い て （ 平 成 七 年 六

月 十 六 日 厚 生 省 発 健 医 第 百 八 十 九 号 ） に 基 づ き 知

事 が 認 定 し た 額 と す る 。 

第 七 条 法 第 三 十 一 条 の 規 定 に よ り 知 事 が 徴 収 す る

措 置 入 院 に 要 す る 費 用 の 負 担 額 （ 以 下 「 費 用 徴 収

額 」 と い う 。 ） は 、 月 額 に よ つ て 決 定 す る も の と

し 、 そ の 額 は 、 法 第 二 十 九 条 の 規 定 に よ る 入 院 措

置 を 受 け た 障 が い 者 （ 以 下 「 措 置 入 院 者 」 と い

う 。 ） 及 び 扶 養 義 務 者 等 （ 当 該 措 置 入 院 者 の 配 偶

者 並 び に 措 置 入 院 者 と 生 計 を 一 に す る 直 系 血 族 及

び 兄 弟 姉 妹 。 以 下 同 じ 。 ） の 前 年 分 の 所 得 税 額

（ 前 年 分 の 所 得 税 額 が 確 定 し て い な い 場 合 に は 前

前 年 分 の 所 得 税 額 。 以 下 同 じ 。 ） を 合 算 し た 額 を

基 礎 と し て 、 別 表 に よ り 認 定 し た 額 と す る 。 

 ２ 当 該 措 置 入 院 者 又 は そ の 属 す る 世 帯 の 世 帯 員 が

生 活 保 護 法 （ 昭 和 二 十 五 年 法 律 第 百 四 十 四 号 ） に

よ る 保 護 を 受 け て い る 場 合 に は 、 費 用 徴 収 は 行 わ

な い も の と す る 。 

 ３ 月 の 中 途 で 措 置 入 院 を 開 始 し 、 又 は 終 了 す る 場

合 に は 、 そ の 月 の 費 用 徴 収 額 は 第 一 項 に よ り 認 定

し た 額 に つ き 日 割 計 算 し た 額 と す る 。 

２ 前 項 に 規 定 す る 費 用 の 負 担 額 の 徴 収 方 法 そ の 他

に つ い て は 、 三 重 県 会 計 規 則 （ 平 成 十 八 年 三 重 県

規 則 第 六 十 九 号 ） の 定 め る と こ ろ に よ る 。 

４ 前 各 項 に 規 定 す る 費 用 徴 収 額 の 徴 収 方 法 そ の 他

に つ い て は 、 三 重 県 会 計 規 則 （ 平 成 十 八 年 三 重 県

規 則 第 六 十 九 号 ） の 定 め る と こ ろ に よ る 。 

 （ 費 用 徴 収 額 の 減 免 ） 

 第 八 条 知 事 は 、 措 置 入 院 者 の 費 用 を 負 担 す る 者 の

世 帯 が 災 害 等 に よ る 所 得 の 著 し い 減 少 又 は 支 出 の

著 し い 増 加 が あ る 場 合 に は 、 扶 養 義 務 者 等 の 申 請

に よ り 費 用 徴 収 額 は 、 前 条 第 一 項 又 は 第 三 項 に よ

り 認 定 し た 額 の 全 部 又 は 一 部 を 減 じ た 額 と す る こ

と が で き る 。 

第 八 条 （ 略 ） 第 九 条 （ 略 ） 

第 九 条 （ 略 ） 第 九 条 の 二 （ 略 ） 

別 表 を 削 る 。 

第 六 号 様 式 中 「 （第 9 条関係 ） 」 を 「 （第 8 条関係 ） 」 に 改 め 、 第 七 号 様 式 中 「 （第 9 条関係 ） 」 を 「 （第 8

条関係 ） 」 に 改 め 、 第 七 号 様 式 の 二 中 「 （第 9 条の 2 関係 ） 」 を 「 （第 9 条関係 ） 」 に 改 め る 。 

附 則 

（ 施 行 期 日 ） 

１ こ の 規 則 は 、 令 和 元 年 六 月 一 日 か ら 施 行 し 、 精 神 保 健 及 び 精 神 障 害 者 福 祉 に 関 す る 法 律 （ 昭 和 二 十 五 年 法 律
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第 百 二 十 三 号 ） 第 三 十 一 条 の 規 定 に よ り 徴 収 す る 措 置 入 院 に 要 す る 費 用 の 負 担 額 の 令 和 元 年 六 月 の 算 定 分 か ら

適 用 す る 。 
（ 経 過 措 置 ） 

２ こ の 規 則 の 施 行 の 際 現 に 入 院 し て い る 者 で あ っ て 、 こ の 規 則 に よ る 改 正 後 の 精 神 保 健 及 び 精 神 障 害 者 福 祉 に

関 す る 法 律 施 行 細 則 （ 次 項 に お い て 「 新 規 則 」 と い う 。 ） に 基 づ き 認 定 を 行 っ た 結 果 、 新 た に 費 用 徴 収 さ れ る

こ と と な る 者 に つ い て は 、 な お 従 前 の 例 に よ る 。 

３ こ の 規 則 の 施 行 の 際 現 に こ の 規 則 に よ る 改 正 前 の 精 神 保 健 及 び 精 神 障 害 者 福 祉 に 関 す る 法 律 施 行 細 則 （ 次 項

に お い て 「 旧 規 則 」 と い う 。 ） の 規 定 に 基 づ い て 提 出 さ れ て い る 申 請 書 等 は 、 新 規 則 の 規 定 に 基 づ い て 提 出 さ

れ た 申 請 書 等 と み な す 。 

４ こ の 規 則 の 施 行 の 日 前 に 旧 規 則 に 規 定 す る 様 式 に よ り 作 成 さ れ て い る 用 紙 は 、 当 分 の 間 、 所 要 の 調 整 を し て

使 用 す る こ と が で き る 。 

 

麻 薬 及 び 向 精 神 薬 取 締 法 施 行 細 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則 を こ こ に 公 布 し ま す 。 

令 和 元 年 五 月 三 十 一 日 

三 重 県 知 事  鈴  木  英  敬   

三 重 県 規 則 第 六 号 

麻 薬 及 び 向 精 神 薬 取 締 法 施 行 細 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則 

麻 薬 及 び 向 精 神 薬 取 締 法 施 行 細 則 （ 昭 和 四 十 七 年 三 重 県 規 則 第 十 三 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。 

次 の 表 の 改 正 前 欄 に 掲 げ る 規 定 を 同 表 の 改 正 後 欄 に 掲 げ る 規 定 に 傍 線 で 示 す よ う に 改 正 す る 。 

改  正  後  改  正  前  

（ 措 置 入 院 費 用 及 び そ の 徴 収 ）  （ 措 置 入 院 費 用 の 徴 収 ）  

第 六 条 法 第 五 十 九 条 の 四 の 規 定 に よ り 知 事 が 徴 収

す る 措 置 入 院 に 要 す る 費 用 の 負 担 額 は 、 精 神 保 健

及 び 精 神 障 害 者 福 祉 に 関 す る 法 律 に よ る 措 置 入 院

患 者 の 費 用 徴 収 額 、 麻 薬 及 び 向 精 神 薬 取 締 法 に よ

る 措 置 入 院 者 の 費 用 徴 収 額 及 び 感 染 症 の 予 防 及 び

感 染 症 の 患 者 に 対 す る 医 療 に 関 す る 法 律 に よ る 入

院 患 者 の 自 己 負 担 額 の 認 定 基 準 に つ い て （ 平 成 七

年 六 月 十 六 日 厚 生 省 発 健 医 第 百 八 十 九 号 ） に 基 づ

き 知 事 が 認 定 し た 額 と す る 。  

第 六 条 法 第 五 十 九 条 の 四 の 規 定 に 基 づ き 、 措 置 入

院 者 、 そ の 配 偶 者 又 は 当 該 措 置 入 院 者 と 生 計 を 一

に す る 民 法 （ 明 治 二 十 九 年 法 律 第 八 十 九 号 ） 第 八

百 七 十 七 条 第 一 項 に 規 定 す る 扶 養 義 務 者 （ 以 下

「 措 置 入 院 者 等 」 と い う 。 ） の う ち 負 担 能 力 が あ

る と 知 事 が 認 め た 者 か ら 別 表 に 定 め る 額 の 費 用 を

徴 収 す る 。  

２ 前 項 に 規 定 す る 費 用 の 負 担 額 の 徴 収 方 法 そ の 他

に つ い て は 、 三 重 県 会 計 規 則 （ 平 成 十 八 年 三 重 県

規 則 第 六 十 九 号 ） の 定 め る と こ ろ に よ る 。  

 

 （ 措 置 入 院 費 用 の 減 免 ）  
 第 七 条 措 置 入 院 者 又 は そ の 者 の 属 す る 世 帯 の 世 帯

員 が 生 活 保 護 法 （ 昭 和 二 十 五 年 法 律 第 百 四 十 四

号 ） に よ る 保 護 を 受 け て い る 場 合 に は 、 当 該 措 置

入 院 者 に 係 る 費 用 を 免 除 す る 。  
 ２ 次 の 各 号 の い ず れ か に 該 当 す る 場 合 で 知 事 が 必

要 と 認 め た と き は 、 前 条 の 規 定 に よ り 徴 収 す る 費

用 の 全 部 若 し く は 一 部 を 免 除 し 、 又 は そ の 徴 収 を

猶 予 す る 。  
 一 措 置 入 院 者 等 が 天 災 そ の 他 の 災 害 を 受 け た と

き 。  
 二 措 置 入 院 者 等 が 盗 難 に か か つ た と き 。  
 三 措 置 入 院 者 等 又 は そ の 者 の 属 す る 世 帯 の 世 帯

員 が 疾 病 に か か り 、 又 は 負 傷 し た と き 。  
 四 前 各 号 の 事 情 に 類 す る 事 情 が あ つ た と き 。  
 ３ 前 項 の 規 定 に よ り 費 用 の 全 部 若 し く は 一 部 の 免

除 又 は そ の 徴 収 の 猶 予 を 受 け よ う と す る 者 は 、 措
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置 入 院 費 用 減 免 （ 徴 収 猶 予 ） 申 請 書 （ 第 十 一 号 様

式 ） を 知 事 に 提 出 し な け れ ば な ら な い 。  
第 七 条 （ 略 ）  第 八 条 （ 略 ）  

別 表 を 削 る 。 

第 十 一 号 様 式 を 削 る 。 

附 則 

こ の 規 則 は 、 令 和 元 年 六 月 一 日 か ら 施 行 し 、 麻 薬 及 び 向 精 神 薬 取 締 法 （ 昭 和 二 十 八 年 法 律 第 十 四 号 ） 第 五 十 九

条 の 四 の 規 定 に よ り 徴 収 す る 措 置 入 院 に 要 す る 費 用 の 負 担 額 の 令 和 元 年 六 月 の 算 定 分 か ら 適 用 す る 。 
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